
った場合は、１回につき100点を所定点数に加算する。

３ 在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。

４ ６歳未満の乳幼児に対して、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合に

は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

Ｃ００９ 在宅患者訪問栄養食事指導料

１ 単一建物診療患者が１人の場合 530点

２ 単一建物診療患者が２人以上９人以下の場合 480点

３ １及び２以外の場合 440点

注１ 在宅で療養を行っており通院が困難な患者であって、別に厚生労働大臣が定め

るものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、管理栄

養士が訪問して具体的な献立等によって栄養管理に係る指導を行った場合に、単

一建物診療患者（当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険医療機

関の管理栄養士が訪問し栄養食事指導を行っているものをいう。）の人数に従い、

患者１人につき月２回に限り所定点数を算定する。

２ 在宅患者訪問栄養食事指導に要した交通費は、患家の負担とする。

Ｃ０１０ 在宅患者連携指導料 900点

注１ 訪問診療を実施している保険医療機関（診療所、在宅療養支援病院及び許可病

床数が200床未満の病院（在宅療養支援病院を除く。）に限る。）の保険医が、在

宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同

意を得て、歯科訪問診療を実施している保険医療機関、訪問薬剤管理指導を実施

している保険薬局又は訪問看護ステーションと文書等により情報共有を行うとと

もに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導を行った場合に、月１回に限

り算定する。

２ 区分番号Ａ０００に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初

診の日から１月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。

３ 当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して１月以内に行

った指導の費用は、第１章第２部第１節に掲げる入院基本料に含まれるものとす

る。

４ 区分番号Ｂ００１の１に掲げるウイルス疾患指導料、区分番号Ｂ００１の６に

掲げるてんかん指導料、区分番号Ｂ００１の７に掲げる難病外来指導管理料又は

区分番号Ｂ００１の12に掲げる心臓ペースメーカー指導管理料を算定している患

者については算定しない。

５ 在宅患者連携指導料を算定すべき指導を行った場合においては、区分番号Ｂ０

００に掲げる特定疾患療養管理料及び区分番号Ｂ００１の８に掲げる皮膚科特定

疾患指導管理料を算定すべき指導管理の費用は、所定点数に含まれるものとする。

６ 区分番号Ｂ００９に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号Ｃ００２に掲げる在宅

時医学総合管理料、区分番号Ｃ００２－２に掲げる施設入居時等医学総合管理料

又は区分番号Ｃ００３に掲げる在宅がん医療総合診療料を算定している患者につ

いては算定しない。

Ｃ０１１ 在宅患者緊急時等カンファレンス料 200点

注 訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患

者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該保険医の求め又は当該患

者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、歯科訪問診療を実施して

いる保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保

険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法

士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員と共同で

カンファレンスを行い又はカンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必

要な指導を行った場合に、月２回に限り算定する。

Ｃ０１２ 在宅患者共同診療料


